
1.扶養認定手続きについて　※マイナ保険証利用であっても手続きは必要です

２.共働きの場合（双方が健康保険加入）

3.扶養申請に必要な書類

　① 健康保険被扶養者異動届　※健保ホームページよりダウンロード

　②  住民票（世帯全員分・続柄・マイナンバー等記載、3か月以内発行）

　③ 資格確認書交付申請書（必要な場合のみ）

 ［共働きの場合:追加書類］

　④配偶者の直近の収入証明書コピー（公的収入証明・源泉徴収票）
※配偶者が当健保の被保険者の場合は、「配偶者の記号･番号｣メモ添付で可

　⑤ 夫婦共同扶養に関する誓約書
配偶者の収入が多いが、産休・育休で一時的に被保険者の収入を下回る場合のみ提出

4.書類提出先

　被保険者が所属する　会社（事業所）人事総務部門　

　届出書類には会社の証明が必要です。必ず、会社経由でご提出をお願いします。
　出向している方は、出向先ではなく、出向元（原籍）の人事総務部門へご提出ください。

https://www.furukawadenko-kenpo.com

139A 古河電工健康保険組合

生まれたお子様を被扶養者とする場合は、主として生計を維持している方が申請してください。

会社システム（FM-Net等）の申請では健康保険の手続きはできません。
健康保険組合へ、紙の届出書類を提出してください。

　古河電工健康保険組合　045-311-1463

共働きの場合は、原則として年間収入が多い方が主たる生計維持者となります。
夫婦双方の年間収入の差額が1割以内である場合は、主として生計を維持する方の被扶養者とします。

　生まれたお子様を健康保険の被扶養者にするには

被扶養者異動届記入例


